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非
正
規
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
の
差
別
待
遇
の
改
善
を

自
民
党
政
治
の
長
期
に
わ
た
っ
て
の
経
済
の
衰
退
、
賃
金
の
上
が
ら
な
い
「
失
わ
れ
た
30
年
」
に
よ
っ

て
、
物
価
高
騰
で
暮
ら
し
の
困
難
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
全
労
働
者
で
低
賃
金
で
不
安
定
な
非
正

規
労
働
者
の
４
割
の
拡
大
が
、
南
知
多
町
職
員
で
も
現
れ
て
い
ま
す
。

非
正
規
職
員
の
拡
大
・
非
正
規
間
の
差
別
も
問
題
で
す
。
10
月
１
日
か
ら
全
国
・
愛
知
県
で
最
低
賃

金
の
改
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
南
知
多
町
職
員
も
初
め
て
１
０
３
６
円
の
最
低
賃
金
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
１
５
０
０
円
に
は
ま
だ
ま
だ
程
遠
い
賃
金
で
す
。
ま
た
、
８
月
の
人
事
院
勧
告
の
遡
及
差
別
も
存

在
し
ま
す
。
保
育
士
、
調
理
員
等
の
低
い
賃
金
や
非
正
規
間
で
の
差
別
賃
金
を
解
消
し
、
南
知
多
町
の
す

べ
て
の
業
種
で
働
く
非
正
規
の
労
働
者
の
生
活
が
安
定
す
る
施
策
の
実
施
を
求
め
ま
す
。
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世
界
の
中
で
も
低
い
日
本
の

最
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１
０
０
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円
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非
正
規
職
員
の
最
低
賃
金

１
０
３
６
円
に

南
知
多
町
で
は
、
正
規
職
員
と
会
計
年
度

任
用
職
員
と
の
賃
金
差
別
が
２
０
２
０
年
度

か
ら
存
在
し
ま
す
。
特
に
ボ
ー
ナ
ス
で
は
、

会
計
年
度
任
用
職
員

へ
は
、
勤
勉
手
当
は

支
給
せ
ず
、
期
末
手

当
の
み
の
支
給
で
す
。

均
等
待
遇
措
置
が
な

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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ボ
ー
ナ
ス
差
別
す
ぐ
に
改
善
を

国
「
常
勤
職
員
に
準
ず
る
」

<川柳コーナー>

最
低
賃
金
が
や
っ
と
千
円
を
超
え
た
。
し
か
し
千
円
で

は
と
て
も
結
婚
し
、
子
育
て
で
き
な
い
。
異
次
元
の
少
子

化
対
策
と
い
う
な
ら
、
軍
事
費
よ
り
も
、
他
国
の
よ
う
に

最
低
賃
金
を
ま
ず
１
５
０
０
円
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

最
賃
で
生
活
で
き
な
い
軍
事
大
国

非
正
規
職
員
な
く
し
て
円
滑
な
町
の
行
政

運
営
は
で
き
ま
せ
ん
。
現
在
の
会
計
年
度
任

用
職
員
の
差
別
問
題
は
、
俸
給
表
の
根
本
的

見
直
し
や
、
国
の
制
度
と
し
て
、
非
正
規
公

務
員
を
望
む
人
は
正
規
化
す
る
仕
組
み
の
た

め
の
国
の
財
政
措
置
等
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

遡
及
差
別
解
消
に
も
国
の
地
方
交
付
税
増
額

等
の
根
本
的
な
施
策
で
、
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
と
言
わ
れ
る
低
賃
金
・
不
安
定
雇
用
で

働
く
労
働
者
の
改
善
が
必
要
で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
こ
の
よ
う
な
非
正
規
化

が
進
む
状
況
に
「
非
正
規
ワ
ー
カ
ー
待
遇
改

善
法
（
仮
称
）
」
を
つ
く
り
、
待
遇
改
善
と

正
社
員
化
を
す
す
め
る
経
済
再
生
プ
ラ
ン
を

提
案
し
て
い
ま
す
。

国
は
も
っ
と
自
治
体
財
政
支
援
を

愛
知
の
最
低
賃
金
１
０
２
７
円
を
下
敷
き

に
、
10
月
か
ら
南
知
多
町
職
員
の
最
賃
は
、

９
８
６
円
か
ら
１
０
３
６
円
に
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
非
正
規
労
働
者
が
生
活
で

き
る
賃
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
30
年
賃
金

が
上
が
ら
な
い
現
状
は
、
政
治
の
責
任
が
厳

し
く
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
・
自
治
体
で
は

率
先
し
て
非
正
規
雇
用
の
待
遇
改
善
が
必
要

で
す
。

例
え
ば
、
１
０
３
６
円
×
７
・
５
時
間
×

22
日
は
、
月
17
万
９
４
０
円
で
す
。
税
金

等
を
引
い
た
ら
、
家
賃
等
を
支
払
え
ば
ま
と

も
に
生
活
で
き
る
賃
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
低
賃
金
を
１
５
０
０
円
に
す
れ
ば
、
24

万
７
５
０
０
円
で
す
。
税
金
等
を
考
慮
す
る

と
月
20
万
円
程
度
の
手
取
り
収
入
で
、
や
っ

と
生
活
で
き
る
賃
金
で
す
。

最
低
賃
金
は
、
日
本
は
大
き
く
世
界
か
ら

遅
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
最
低
賃
金
は
、
加

賃
金
の
原
則
に
反
し
ま
す
。

本
年
度
の
人
事
院
勧
告
の
ボ
ー
ナ
ス
ア
ッ

プ
額
は
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
と
も
、
０
・

０
５
か
月
の
引
き
上
げ
遡
及
で
す
。
し
か
し
、

引
き
上
げ
額
は
、
正
規
職
員
に
は
遡
及
適
用

す
る
の
に
、
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
勤
勉

手
当
の
０
・
０
５
か
月
は
も
ち
ろ
ん
、
期
末

手
当
の
０
・
０
５
か
月
分
も
引
き
上
げ
遡
及

せ
ず
、
来
年
度
ま
で
先
送
り
し
ま
す
。

国
は
す
で
に
、
法
律
を
変
更
し
、
「
常
勤

職
員
に
準
ず
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
南
知
多

町
は
条
例
改
正
し
、
今
年
度
か
ら
で
も
工
夫

し
て
差
別
待
遇
を
解
消
す
べ
き
で
す
。

重
平
均
で
時
給
１
０
０
４
円
で
す
。
ド
イ
ツ

１
９
２
３
円
、
イ
ギ
リ
ス
１
８
７
５
円
、
フ

ラ
ン
ス
１
７
８
５
円
で
、
韓
国
１
０
８
４
円

で
す
。
岸
田
首
相
は
、
「
２
０
３
０
年
代
半

ば
に
１
５
０
０
円
に
」
な
ど
と
言
い
、
10
年

先
ま
で
引
き
延
ば
す
姿
勢
で
す
。
こ
れ
で
は
、

日
本
の
賃
金
は
ま
す
ま
す
世
界
か
ら
取
り
残

さ
れ
ま
す
。

正
規
職
員
は
、
人
事
院
勧
告
の
引
き
上
げ

率
に
沿
っ
て
、
４
月
に
遡
っ
て
１
・
０
５
％

分
の
賃
金
が
勧
告
に
従
い
本
年
度
分
が
精
算

適
用
さ
れ
ま
す
。
（
遡
及
適
用
）

し
か
し
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
次
年
度

の
改
定
で
、
１
年
遅
れ
て
改
定
さ
れ
る
不
利

会
計
年
度
任
用
職
員

遡
及
な
し

昇
級
な
し

益
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
年
度

か
ら
の
期
末
・
勤
勉
手
当
支
給
と
本

俸
分
の
改
定
遡
及
支
給
を
可
能
と
す

る
配
慮
を
す
べ
き
で
す
。

ま
た
、
正
規
職
員
は
、
毎
年
４
号

俸
ア
ッ
プ
の
賃
金
改
定
が
あ
る
の
に
、
会
計
年

度
の
一
般
事
務
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
事
務
員
・

給
食
調
理
員
・
給
食
配
膳
代
行
員
、
給
食
運
搬

員
等
は
、
最
低
賃
金
に
合
わ
せ
る
た
め
、
２
０

２
３
年
度
10
月
1
日
改
定
の
の
報
酬
単
価
表

に
よ
れ
ば
、
３
年
間
は
１
級
の
16
号
で
、
ず
っ

と
１
０
３
６
円
の
昇
給
な
し
の
報
酬
も
差
別
待

遇
で
改
善
が
必
要
で
す
。


